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新型コロナ感染症は、人々の心や体の健康に深刻
な影響を与えています。およそ２年におよぶ職場の
変化が何をもたらしているのでしょうか。経済活動
を再開させようとするとき、職場の安全、健康への
リスク管理が重要です。NPO法人「航空の安全・
いのちと人権を守る会」の奥平隆さんに聞きました。

航空業界ではパンデミック後、各職場（職種）に
様々なストレスをもたらしました。
パイロットの職場では、業務機会の減少により技

量の低下が心配されています。一方で、国際線の貨物
は急激にその需要が増加し、貨物便を担当する航空
機のパイロットは、パンデミック以前より繁忙にな
りました。乗務機種ごとにライセンスの変更が求め
られるパイロットにとって、今後、国際線を含めた
需要が本格的に復活し、飛行機が高稼働の状態に戻
る場合、急激な変化によるストレスも想定され、健
康を害するリスクが高まっている状態にあります。

技量維持の不安・生活不安

航空整備士の職場では、減便の影響により、主要
空港に航空機が大量に停留し、これまでになかった
特別な整備作業が求められ、繁忙を極めています。
また、運航便数が少ないため、別の職場に移動させ
られるケースが相次ぎ、慣れない作業、初めての作
業を強いられ、ストレスを受けている状況も報告さ
れています。
さらに、パンデミックが２年近く継続する状況で、

新人が十分な経験を積むことができずにいることも
心配されます。（整備の）資格によっては、資格者
が不足する現場で過剰な労働を強いられることが予
想されます。
客室乗務員の職場では、コロナ前は月間乗務時間

が80～90時間あり、（月間乗務時間の制限は100
時間）、慢性的な疲労、過労状態が続いていました。
しかし、コロナ禍でその状況が一変。乗務時間が

10時間程度に激減しました。このため、乗務手当
も激減し、新人層は手取り15～16万円となりまし

た。親から仕送りをしてもらったり、会社の無利子
融資を受けたり、と生活不安がのしかかっています。
技量維持への不安もあり、フライトのたびに緊張を
伴う日々です。海外路線では労使協定を超えた休憩
のない勤務パターンが続いています。
なお、乗務手当について、パイロットの場合は「50
時間の保障制度（=生活保障）」がある一方、客室
乗務員の乗務手当は「出来高払い」になっているの
です。これはジェンダー差別ともいうべきもので、
客室乗務員にもパイロットと同様、乗務手当の保障
をすべきとの声が出されています。
今後、各航空会社はコスト削減で収益改善を目指
すことが考えられます。技量維持への不安や新人層
の習熟のための特別訓練・事前訓練や非常時に特例
として実施した勤務形態はやめること、精神的スト
レスへの丁寧で迅速な対応など、ポストコロナへの
特別な対策が必要となっています。

〈今月号の記事〉
いのち守る緊急行動／第５回理事会概要報告…２面
空の安全：CA労災認定・新基準で救済を……３面
各地・各団体 建交労／東京土建／
労働総研／埼玉／労働法制中央連絡会／
ビキニ労災支援する会………………………４～６面
過労死防止シンポ／私の一冊……………………７面
ILO／WHO共同報告「仕事関連死亡２００万人」…８面
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各社の飛行機が大量に停留（第７回過労死防止学会資料より）



「病院も保健所も手一杯。医師や看護師を増や
し、命が守られる国にしてください。医療従事者の
給与減はおかしい」（熊本・看護師・45歳）
これは、いのち守る緊急行動（全労連、社保協、

医団連）が、全国の加盟組織に呼びかけ、新型コロ
ナ感染拡大の第５波が広がるなか寄せられた7000
通を超える「菅首相への手紙」の１つです。コロナ
感染拡大のなかで、これまでに１万８千人の命が奪
われました。医療崩壊で、病院に入院できずに亡く
なった人は817人に上ります。
安倍・菅・岸田とコロナ禍のなかで首相は代りま

したが、変わらないのは国民のいのちよりも、経済
優先・オリパラ優先の姿勢です。挙句の果てには実
際にはなりえない「自宅療養」「自宅病床」という
ことばまで持ち出し、いのちまでもが「自己責任」
と言い始めました。岸田首相は、首相就任直後の演
説や会見で「第６波に備えて、全国で11万人以上
の自宅待機者があふれた第5波時に実際には使用さ
れなかった『幽霊病床』が多く存在していること」
を問題化し、このことの解消により、病床確保が可
能になると言っています。
しかし、「幽霊病床」の多くは、稼働させたくて

もスタッフが揃わず動かしようのないのが現実で、
その原因はこれまで政府が進めてきた人員体制の縮
小をはじめとした医療費削減政策そのものにありま
す。その姿勢は、先の通常国会で公立・公的病院の
「統合・縮小計画」をコロナ禍のもとでも押し通し

たことをみても、何ら反省していないのは明らかで
す。10月14日には、「いのち守る 医療・社会保
障を立て直せ！10・14総行動」（主催：同実行委員
会）が、日比谷野外音楽堂で行われました（写真）。
参加者は、「いのちまもる」と書いたタオルを掲げ、
医療・社会保障充実」をアピールしました。
いのち守る緊急行動は、10月31日投開票の総選
挙で、国民のいのちを最優先させる政治への転換を
求めて運動を進めてきました。
この稿の執筆は投開票結果が出る前のため、選挙
結果はわかりません。しかし、いかなる結果であっ
たにしても、国民・労働者のいのちがないがしろに
されることはおかしいことを訴え続け、国民・労働
者とともにあらたな運動を進めていかなければなら
ないと決意しているところです。

（全国センター 前田博史）

第５回理事会報告 第24回総会日程・代議員選出基準などを確認

10月６日、いの健全国センター第５回理事会を
開催しました。出席者は27人でした。清岡副理事
長を議長として進行しました。今回の理事会は、後
半に「コロナ禍における働く人びとの健康権を守る」
政策提言作成にむけてのワークショップを行う関係
で、各団体・理事からの報告は文書報告としました。
第24回総会について以下を確認しました。①日

時：12月８日（水）13：30～17：00（終了時間に
ついては議事運営などを検討の上再確認する。遅く
とも17時には終了とする）。②オンラインを併用
した会議とする。③代議員定数は昨年同様、会費口
数と関係なく団体については１団体１代議員とす
る。④来賓あいさつなどはできるだけ文書でお願い
する、⑤役員体制については現体制を基本に選出団
体・個人に依頼する、⑥いの健賞については次回四

役会議で検
討する。
運動方針
案について
は、11月10
日に臨時理
事会を開催
し、集中し

（全国センター 岡村やよい）
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た議論を行　　　　　   発言する峠田理事長
うこととし
ました。また、ドキュメンタリー「なくそう職業が
ん」のDVD製作にあたっての協力要請に対して、
協力金（２万円）と宣伝等に協力していくことを確
認しました。
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2019年１月、大手航空会社（Ａ社）で客室乗務
員（CA）として働いていたＴさんがロサンゼルス
からのフライト中に倒れ、羽田空港到着後、搬送中
に亡くなりました。Ａ社では2014～2020年に16
人の客室乗務員が在職中に亡くなっています。中に
は、ニューヨーク線乗務後に現地で亡くなった人も
複数、報告されています。

労基法に反する休憩のない国内勤務

Ｔさんの死亡の背景として、①休憩時間のない国
内線フライト、②疲労のとれないロサンゼルス
（LAX）の１泊４日パターンがほぼ毎月あったこ
と、③さらに過酷な６日連続勤務パターンが亡くな
る２ヵ月前についたこと、④差別によるストレスの
増大が考えられます。
①について。労基法では国内線と近距離国際線を

乗務する客室乗務員にも休憩、またはみなし休憩
（レスト）が必要であると解釈されています。（34
条施行規則32条２項）。しかし、Ａ社ではそのよ
うな休憩またはレストは就業規則にも明記されず、
実態としてもほとんどとれていませんでした。Ｔさ
んは、この労基法に反する国内線乗務が毎月10日
前後ありました。

「ロサンゼルス（LAX）１泊４日」勤務パターン

②の LAX１泊４日という勤務は、１日目の夜に
羽田に出社しそのまま深夜業務をして、２日目の午
前中（日本時間）に LAXにつき、わずか１泊で、３
日目にまた、時差のある深夜長時間の乗務を行い、
４日目の朝に帰国するパターンです。その後の休日
は２日間のみであり、時差や疲労はとれません。Ｔ
さんは亡くなる前の６ヵ月間、この労働負荷の高い
パターンがほぼ毎月ついていました。
③さらに、国内線を２日間フライトした後に続け

てこの１泊４日を飛ぶという過酷な６日連続勤務に
もついていました。

評価結果は毎日のフライトで公表

④について。また、Ａ社では管理職の評価による
格付で個々に乗務手当が決まるシステムとなってい
ます。その評価内容は、例えば「お客様の心に残る
笑顔の提供」「安心感や新鮮さを感じるサービスが
できる」など、どれも主観的な基準です。Ｔさんは、
現在の労使協調路線の労働組合になる前の1990年
に、職場要求を掲げて頑張る組合の役員をしていま

したが、その後昇格もされず、恣意的な評価のため
に機内での指揮順位が低く抑えられていました。し
かも、その評価がすべて公表されるため、新人は目
を付けられることを恐れ、会社に対する不満や意見
が言えなくなります。Ｔさんのストレスは相当なも
のであったと推測されます。
2021年１月、Ｔさんの遺族は労災申請を行いま
した。しかし、当時の脳・心臓疾患の労災認定基準
では、労働時間の長さのみが重視され不支給とされ
ました。現在、審査請求中です。早朝勤務、時差を
伴う不規則勤務、低酸素・低湿度などの特殊な環境
で、感情労働を伴うストレスの多い業務等について
の評価が必要です。改訂された認定基準による速や
かな労災認定を求めます。

Ａ社客室乗務員の平均勤続年数は６年半（2015
年データ）。一方、Ｂ社は10年前後です。Ａ社客
室乗務員の在職死亡がＢ社に比べて多いのは、勤務
とストレスによるものと判断せざるを得ません。Ａ
社では、コロナ前、年間数百名のCAが退職し、
また数百名を採用するということが繰り返されてい
ました。うつ病で休職しているCAも三桁に及ん
でいました。このように、CAが数年で退職してし
まう現状は、まさに若い女性の使い捨てです。客室
乗務員の働き方の改善がどうしても必要です。そし
てそのことは空の安全に直結する課題です。
（NPO法人 航空の安全・いのちと人権を守る会
宗光美千代）

前号訂正
１ページ 左15行 高橋正也医師→高橋正也氏
２ページ 左19行・右17行

猿田正樹氏→猿田正機氏
＊おわびして訂正いたします。

大手航空会社のＴさんの労災認定を
３３５５年年勤勤務務のの客客室室乗乗務務員員のの過過労労死死事事案案 審審査査請請求求
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給付金制度の活用と改善を
目指して

東 京
土 建

名古屋高裁 再び断罪！
三井金属神岡鉱山じん肺・第２陣訴訟建交労

建設の現場では耐熱のため鉄骨にアスベストを吹
付けており、その場所で多くの労働者が一緒に働い
ていました。アスベストは安価で耐久性に優れ、加
工もしやすいことから奇跡の鉱物として建材に大量
に使用されました。そのアスベストを現場で吸い込
んだことが原因で中皮腫や肺癌、石綿肺などの病気
を発症し、多くの人が苦しんでいます。長い潜伏期
間を経て突然発症するため仕事を続けることが出来
なくなり、たちまち生活が困窮してしまいます。
仕事によって発病した場合は職業病として労災請

求ができます。病名によって認定基準は違いますが、
病名を確認した上で職歴や現場の状況、当時の事業
主や同僚に連絡が取れるか、事業主や一人親方の場
合は労災保険に特別加入していたのか等を聴き取
り、労災申請の援助をして来ました。
東京土建では、アスベストの危険性について早く

から指摘し機関紙を使って組合員に知らせて来まし
た。本格的に職業病として申請を始めた2002年か
ら累計で1000人を超える被災者とその家族の生活

を労災の給付で支えて来
ました。
しかし、働き始めて数
年で事業主や一人親方に
なる人が多く、約半数は
労災保険の特別加入で認
定されるという状況で
す。労働者として認定さ
れた場合は、その時の給
与に近い水準で給付が受
けられますが、特別加入
の場合は、自分で保険料を決めるため、どうしても
低い保険料を選ぶので低い補償を受け取ることにな
ります。労災が認定されても生活は苦しいままなの
です。
2008年に提訴した建設アスベスト訴訟は、13年
の年月を経て最高裁判所で国と企業に勝利し、国に
よる給付金制度を創設しました。来年の4月から受
付がスタートします。東京土建ではリーフも作成し
ました（写真）。最終的にはアスベスト含有建材企
業も含んだ補償基金制度を目指して、私たちの取り
組みと闘いは続きます。 （東京土建 高見京子）

９月16日、三井金属神岡鉱山じん肺第２陣訴訟
の名古屋高裁判決は、被告の安全配慮義務違反を厳
しく断罪し、原告の損害賠償請求をほぼ全面的に認
めました（写真）。
この裁判は、岐阜県飛騨市にある神岡鉱山で働い

た労働者や遺族が、三井金属鉱業らが粉じん対策を
怠ったまま劣悪な環境で働かせたため、じん肺に罹
患したとして損害賠償を求めたものです。
争点となったのは、安全配慮義務違反とじん肺被

害の有無です。安全配慮義務違反について、同様の
一陣訴訟でも被告の責任を断罪した高裁判決が確定
しており、二陣訴訟でも再び厳しく断罪されました。
一方、被害について、被告はCT画像によって

じん肺管理区分決定を否定する主張を行いました。
低濃度珪酸じん肺の病変は、微細で線維化が弱いと
いう特徴があり、CTで捉えにくいじん肺です。被
告側の意見書を書いたのは、中央じん肺診査医でし
た。じん肺法を最も遵守すべき立場にありながら、
じん肺法上に位置づけのない、標準写真も作成され
ていないCTでじん肺罹患を否定したのです。残

念ながら一陣
訴訟では、原
告の一部につ
いて管理区分
決定を否定す
るという課題
を残し、二陣
訴訟の一審判
決もそれを踏
襲していました。二陣訴訟では、係争中に亡くなっ
た竹中さんの剖検結果を証拠として提出しました。
被告がCTでじん肺を否定した竹中さんの肺には、
じん肺病変が確認されました。
今回の判決では、管理区分決定の高度の信用性に
ついて正しく評価し、CT画像による管理区分の否
定を行いませんでした。この判決でCTによるじ
ん肺被害の切り捨ての流れに歯止めをかけることが
できたと思います。
じん肺被災者の救済のために、医学的な知見の積
み重ねと先人の努力で創られたじん肺法を被災者、
労働組合等が不断の努力で守り抜かねばならないこ
とを痛感しました。全面解決までさらに奮闘してい
きます。 （建交労 兼山美奈子）

各地・各団体のとりくみ
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「先生増えずにパソコン増える」
理事会 県立学校労安学習会埼 玉

公開研究会を開催
労働時間健康問題共同研究会

労 働
総 研

埼玉センターでは、理事会ごとにテーマを決め学
習会を行っています。９月13日の理事会では「県
立学校における労安体制のとりくみ」をテーマに、
埼高教小沢道夫委員長が報告を行いました（写
真）。
学校現場では精神疾患での休職が過去最多となっ

ており、67.２%です（2019年調査）。教員が足り
ず、未配置・未補充が問題となり、産休、育休の代
替が見つからないことさえあります。埼玉県は、神
奈川県、愛知県、大阪府と並んで臨時教職員が非常
に多い県です。
1972年に労働安全衛生法がスタートしましたが、

学校現場は「学校保健法」の対象とされ、文科省（文
部省）は労働安全衛生法を無視してきました。1995
年に初めて国会答弁で適用が認められ、2005年に
国会の付帯決議後、やっと全国的にひろがってきた
状況です。
埼玉県では、1997年から全ての学校へ健康管理

医（産業医）を設置する運動、1998年からは、職
場に「衛生委員会」を設置する運動が行われてきま
した。男女別休養室の設置を求める運動も行なわれ、
1998年は８.３%でしたが、現在はほぼ100%とな
っています。しかし、教室不足の特別支援学校では、
休養室をつぶして教室にすることもあります。

県や国のすすめる「学校
における働き方改革」は、
人も予算もつけず、意識改
革のみです。埼玉県では「Ｎ
Ｏ会議デー」をつくったり、
家族とのふれあいの時間を
つくる「ふれあいデー」を
つくったりしましたが、仕事を減らしているわけで
はなく、多くの教職員が「持ち帰り仕事」をするよ
うになりました。労働組合は実効性のある「多忙化」
対策を求めており、①教職員の健康を意識した働き
方改革、②教職員の専門性をふまえた総業務量の削
減、③教職員の負担軽減のための条件整備、④保護
者や地域の理解と連携の促進の４つの方針を交渉し
て県に示させました。先生を増やし、35人学級を
目指していますが、実態は「先生増えずにパソコン
増える」（国は教職員を増やさず、教育のＩＣＴ化を
すすめている）という状況になってしまっています。
2019年度の衛生委員会開催状況は、高校で一校
あたり年３.１回、特別支援学校で一校あたり年５.
７回でした。労働組合として委員を選出することが
難しく、校務分掌から選出となってしまっていると
ころもあります。コロナ禍で、教職員の健康が求め
られています。そのためにお金をかける必要があり、
命を大切にする社会にし、労使対等の衛生委員会の
活動が求められます。

（埼玉センターニュースより）

労働時間健康問題共同研究会は、全国センター元
顧問の渡部眞也氏の提起を受け、労働運動総合研究
所（労働総研）の部会研究会として活動してきました。
これまで、研究所プロジェクト『提言：デイーセン

トワークの実現への「労働時間短縮の課題と政策の
基本」「心身の健康を守る」』と『現代日本の労働と
貧困』の「働き方の貧困と労働時間健康問題」、それ
に季刊誌特集：『安倍「働き方改革」と労働時間規制
の課題』で「生活から労働時間問題を考える」「ほん
ものの働き方改革と労働時間短縮」をまとめました。
現在の研究テーマは①コロナ禍における労働時間

の動向と健康問題②安倍「働き改革」・「過労死防
止法」・国際労働基準と労働時間・健康問題③青年
労働者の過重労働と過労死・健康問題④「８時間働
けばふつうに暮らせる社会」の労働時間と賃金・雇

用の働くルールです。12月３日には、この間の活
動をふまえ、金属労働研究所時短研究会と共催、社
会医学研究センターの協賛を得て公開研究会を開き
ます。日程は12月３日14時～16時半、会場は全労
連会議室（zoom併用）です。内容は、
Ⅰ部 日本の長時間労働 コロナ禍の働き方、過労死
１、「日本の長時間労働と課題」
鷲谷徹（中央大学名誉教授）

２、「コロナ禍の働き方と課題」
藤田実（桜美林大学教授・労働総研事務局長）

３、「日本で過労死をなくしてゆくために」
佐々木昭三（労働総研常任理事 社医研セン
ター理事）

Ⅱ部 日本の労働時間短縮闘争
「日本で労働時間短縮闘争をすすめるために」
生熊茂実（金属労研代表）です。申し込みは労働
総研HPから（www.yuiyuidori.net/soken）。

（社医研センター 佐々木昭三）

各地・各団体のとりくみ
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ビキニ被災は終わっていない
高知・労災訴訟高 知

全国から198人参加
労働・生活相談スキルアップセミナー中 連

９月４日、ビキニ労災訴訟支援する会は高知県庁
記者クラブにて、高松高裁に控訴していた２つ裁判
の管轄について決定が出されたことから記者会見を
行いました（写真）。決定の概要は、「損失補償請求
については東京地裁への移送を認めない。つまり損
失補償請求については高知地裁で行う」、「取消し
請求については東京地裁で行う」としたものです。
2020年３月30日に行政処分取消し請求訴訟と損

失補償請求訴訟を併合して高知地裁に提訴しました
が実質審理が行われないまま、裁判の管轄をめぐっ
て１年半近く経過していました。
高知地裁に２つの訴訟を併合しての提訴後、同年

７月30日に第１回の口頭弁論が開かれ原告２人が
意見陳述。ところが同年９月に、全国健康保険協会
と国は「損失補償と取消し請求の併合は認められな
い」との意見書を提出したのです。
2021年１月、支援する会は全国に支援を呼びか

け、高知地裁に対して「高知地裁で審理を求める」
要望書（署名7812筆）を、全国保険協会に対して
は「高知地裁での審理に応訴することを求める」要
望書（署名10018筆）を提出。しかし、同年３月26

日、高知地裁は
東京地裁への移
送を決定しまし
た。原告と弁護
団は高松高裁に
「２本の請求は
深い関連性があ
り移送すべきで
ない」との立場から即時抗告しました。
そして、８月31日付で高松高裁の抗告決定通知
書が、南弁護団長のところに送られてきました。そ
の概要は、①損失補償請求については東京地裁への
移送を認めない。高知地裁にて審理する。②全国健
康保険協会への行政取消請求については東京地裁に
移送するというものでした。これから、高知地裁と
東京地裁とで裁判のたたかいが本格的に始まること
となります。
広島高裁の「黒い雨」判決は「内部被ばく」を認
め、これを否定する側には証明を求めるという内容
で、私たちに大きな勇気と展望を与えてくれました。
ビキニ核被災者の一刻も早い救済は、長崎の原爆被
爆者、福島の被ばく者の救済に連動する運動と深く
つながり、核被災者を救済する道を拓いていくと確
信しています。 （高知 支援する会）

労働法制中央連絡会は、９月24日、第１回労働
・生活相談スキルアップセミナーを開催しました。
このセミナーは、多様化・深刻化している相談に対
して対応の力量をあげることを目的に、継続して取
り組む予定になっています。第１回は、相談数も多
く多様な問題を含んでいる「パワハラ相談にどうこ
たえるか」をテーマとしました。
メイン講師は、全労働副執行委員長の南和樹さん。

「改正法におけるパワハラ防止措置と行政の対応に
ついて」をテーマに報告しました。昨年６月に実施
された改正総合対策推進法（パワハラ防止法）で
は、初めてパワハラ防止対策が法制化され、パワハ
ラの定義、事業者の対策義務化が行われました。労
働行政はまずそのパワハラ防止法に規定するパワハ
ラの有無、事業者の措置義務状況などを確認し、個
別の事案について対応を決めていくことになりまし
た。南さんは相談時の特徴として、「パワハラの相
談としながら実は解雇や懲戒処分など個別労働紛争

解決にあたる
事例があるこ
と」「会社が
パワハラを認
めないケース
が多いこと」
などを挙げ、
難しい事案について、ともに考えていきたいとしま
した。
特別報告は、JMITU東京地本西部地協事務局次
長の杉本正巳さんが「パワハラ相談への具体的対応
について」として労働組合が取り組んだ３つのケー
スを報告しました。労使関係が確立しているケース、
相談により労働組合加入通知と団交を要求したケー
スなどいずれも改善をかちとった報告でした。
他に今村幸次郎弁護士（写真）から、「パワハラ
にあたるか否か」「法的請求の対象になるか―相当
性、請求内容」などの検討にあたって、判決事例に
基づいて解説が行われました。
オンラインを中心として企画で、全国から198人
が参加しました。 （全国センター 岡村やよい）

各地・各団体のとりくみ
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ライオンが私たちに噛みついたりしないように、
ライオンには檻（おり）の中にいてもらいます。い
くらライオンが偉くても、檻から出てはいけません。
この本は、広島の楾大樹（はんどう・だいき）弁

護士が2016年に書かれた憲法入門書で、「憲法が
わかる46のおはなし」に分かれており、国家権力
をライオンに、憲法を檻に例えて憲法を分かりやす
く解説しています。全編ふりがな、イラスト付で、
「小中学生に読んでほしい」と、全国各地での人形
を使いながらの講演活動は500回を超えています。
森友・加計問題、日本学術会議の人事介入など、

国家権力にとって不都合な文書の破棄・改ざん・捏
造が行われている今こそ、私たちは憲法のことを知
る必要があります。
現在９月27日、自民党総裁選挙が真っ盛りで、

４人の候補者はともに憲法改正を声高に叫んでいま
す。楾さんはこの本のエピローグでこう結んでいま

す。「今、わが国の
檻には、改修しなけ
れば私たちが困るよ
うなほころびは生じ
ているでしょうか？
どんな檻にするのか
を、ライオンに任せ
てしまってだいじょ
うぶですか？ライオ
ンにとって都合のい
い檻になってしまっ
たらたら大変です。
どんな檻がよいのか
は、主権者である私
たちが決めることです」
もうすぐ衆議院選挙。将来主権者になる子どもた
ちと一緒に読んでいただきたい一冊です。

北海道 １１月１日㈪１３：３０ ホテルポールスター札幌 ポールスターホール 三 重 １１月３０日㈫１３：３０ ヒルホテル サンピア伊賀 白鳳の間

青 森 １１月２４日㈬１８：００ ハートピアローフク 大会議室 滋 賀 １０月２５日㈪１３：３０ 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール B１F 小ホール

岩 手 １１月２２日㈪１３：３０ 岩手教育会館 ２階 多目的ホール 京 都 １１月２０日㈯１３：３０ 池坊短期大学 洗心館 B１F こころホール

宮 城 １１月１５日㈪１３：３０ エル・パーク仙台 ５階セミナーホール 大 坂 １１月１５日㈪１４：００ コングレコンベンションセンター ルーム１．２．３

秋 田 １１月２９日㈪１３：３０ 秋田市にぎわい交流館ＡＵ（あう）多目的ホール 兵 庫 １１月１９日㈮１３：００ 神戸市産業振興センター ハーバーホール

山 形 １２月３日㈮１３：３０ 山形国際交流プラザ 山形ビッグウイング ４階 中会議室 奈 良 １１月１６日㈫１３：３０ 奈良県文化会館 小ホール

福 島 １１月２６日㈮１３：３０ キョウワグループ・テルサホール（福島テルサ）３階 あぶくま 和歌山 １２月２日㈭１３：３０ 和歌山ビッグ愛 展示ホール

茨 城 １１月１８日㈭１３：３０ つくば国際会議場 多目的ホール 鳥 取 １１月１８日㈭１３：３０ とりぎん文化会館 第１会議室

栃 木 １１月１５日㈪１４：００ 栃木県教育会館 ５階小ホール 島 根 １１月１９日㈮１３：３０ 安来市総合文化ホール アルテピア 小ホール

群 馬 １１月１１日㈭１３：３０ ビエント高崎 ６階 ６０２号室 岡 山 １１月２５日㈭１４：００ 岡山国際交流センター ２F 国際会議場

埼 玉 １１月１９日㈮１４：００ ソニックシティビル棟４階 市民ホール 広 島 １１月２日㈫１４：００ 広島YMCA国際文化センター本館Ｂ１Ｆ 国際文化ホール

千 葉 １１月５日㈮１４：００ 千葉市生涯学習センター ２階ホール 山 口 １１月２４日㈬１３：３０ 山口県教育会館 ホール

東京（中央）１１月１０日㈬１４：００ イイノホール 徳 島 １１月１８日㈭１３：００ 徳島大学 地域連携プラザ ２F 地域連携大ホール（けやきホール）

東京（立川）１１月９日㈫１７：３０ ホテルエミシア東京立川 サンマルコグランデ 香 川 １１月１日㈪１４：００ かがわ国際会議場

神奈川 １１月１日㈪１３：３０ 日石横浜ホール 愛 媛 １１月１８日㈭１２：４０ 愛媛大学 総合教育棟１ 大講義室

新 潟 １２月２日㈭１４：００ 朱鷺メッセ 中会議室２０１ 高 知 １１月２２日㈪１３：３０ ちよテラホール

富 山 １１月２４日㈬１３：３０ ボルファートとやま 琥珀の間 福 岡 １１月５日㈮１５：００ オリエンタルホテル福岡 ヤマカサ

石 川 １０月２８日㈭１３：３０ 金沢商工会議所 ホール 佐 賀 １１月２９日㈪１８：３０ 佐賀県教育会館 大会議室

福 井 １０月２７日㈬１３：３０ 福井県国際交流会館３Ｆ 特別会議室 長 崎 １１月２６日㈮１８：３０ NBC別館 １F メディア・ワン

山 梨 １１月２５日㈭１８：３０ ベルクラシック甲府エリザベート 熊 本 １１月３０日㈫１３：３０ 熊本テルサ たい樹（南２/３）

長 野 １１月９日㈫１３：３０ ＪＡ長野県ビル １２階Ｂ会議室 大 分 １１月１日㈪１４：００ 全労済ソレイユ カトレア ７階

岐 阜 １１月２９日㈪１３：３０ 長良川国際会議場 大会議室 宮 崎 １１月２日㈫１８：００ 宮日会館 大ホール

静 岡 １１月４日㈭１３：３０ 静岡市民文化会館 大会議室 鹿児島 １２月３日㈮１３：３０ TKPガーデンシティ鹿児島中央３F 薩摩ホール

愛 知 １１月８日㈪１３：３０ 名古屋市中小企業振興会館７Ｆ メインホール 沖 縄 １２月８日㈬１５：００ 那覇市ぶんかテンブス館 テンブスホール

２０２１年度 過労死等防止対策推進シンポジウム開催予定一覧 ＊時間は開始時間

もんでんは や と私私のの一一冊冊 ⑬ 広島センター 門田勇人 『檻の中のライオン』

楾大樹 著 かもがわ出版
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９月17日、ILOと世界保健機構（WHO）は、
初の共同報告書を発表しました。そこでは、業務関
連の疾病が原因で死亡した人の数を190万人
（2016年）と推計しています。
５年にわたる２つの国際機関の協力を経てまとめ

られた『WHO/ILO joint estimates of the work
-related burden of desease and injury，2000-
2016 : Global monitoring report（業務関連傷病
負荷のWHO/ILO共同推計（2000-2016：グロ
ーバル・モニタリング報告・英語』と題する報告書
は、この死亡者の大半が呼吸器疾患と心臓・血管疾
患によるものとしています。死亡原因の81%が非
感染性疾患であり、慢性閉塞性肺疾患（45万人）、
脳卒中（40万人）、虚血性心疾患（35万人）が上
位を占め、職業上の負傷も全体の19%（36万人）
を占めています。
長時間労働や職場における空気汚染、喘息原因物

質、発がん性物質、人間工学上の因子、騒音へのば
く露などといった19の職業性リスク因子を検討し、
日本でも9，000人以上、世界全体では75万人に近
い死亡者が、長時間労働を重要なリスク因子として
いたといいます。

新型コロナウイルス感染症で新たな局面も

業務関連の死亡者は、日本では2016年に約３万
8000人に達していますが、世界的には不均衡に多
いのは東南アジアと西太平洋であり、性別では男性、
年齢層では54歳超の死亡者が多くなっています。
また、今回の報告書では、他の複数の職業リスク因
子による健康損失の数量化が進んでいないため、業
務関連疾病負荷の合計は今回の数値を大幅に上回る
ことにも注意喚起が行われています。新型コロナウ
イルスの世界的大流行の影響も、今後の推計で新た
な局面を追加することになると考えられます。

安全と健康の
モーニングコール

このような結果に対
して、テドロスWHO
事務局長は、「これほ
ど多くの人が文字通り
仕事に殺されているこ
とを知って衝撃を受け
ている」と評した上で、
本報告によって目を覚
ました諸国や企業が
「労働安全衛生サービスをすべての人に届けるとい
う公約を守ることによって、労働者の安全と健康の
保護の向上」へと向かうことへの期待を述べていま
す。また、ガイ・ライダー ILO事務局長も「この
重要な情報は、より健康でより安全な職場を生む政
策・実務を形成する助けになる」と指摘しています。
報告書では、各リスク因子に特有の一連の予防活
動を概括し、政府が労使と協議の上、これに沿った
活動ができるように手引きを示しています。例えば、
長時間労働の予防には健康的労働時間に関する合意
が必要であり、空気汚染からのばく露を減らすため
には粉じん規制、換気、個人保護具が必要といった
ようにです。

２つの国際機関の共同報告を活かす

WHOマリア・ネイラ環境・気候変動・保健局
長は「この200万人の早すぎる死は予防可能です。
労働者の健康と安全の確保は、誰一人として置き去
りにせず、国連の持続可能な開発目標の精神に則り、
この巨大な疾病負荷の確実な解消に向けて保健と労
働が手を携えて協働する必要があります」と訴えて
います。
リスク因子、疾病別に死亡者数と障害調整生命年
（DALYｓ）が性別・年齢層別にわかる国別疾患負
荷のオンラインデータベースも制作され、世界地図
で視覚的に見ることもできます（左図）
５月に発表された「WHO/ILOの共同レポート」
は、仕事関連の負担に関する最も大きな危険因子が
長時間労働であることを明らかにしました。国際的
な機関がまとめた報告書を真摯に受け止め、実践し
ていくことが求められています。（ILO駐日事務所
HPの記事により事務局がまとめました）

仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕事事事事事事事事事事事事事事にににににににににににににに関関関関関関関関関関関関関関連連連連連連連連連連連連連連ししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたた原原原原原原原原原原原原原原因因因因因因因因因因因因因因でででででででででででででで亡亡亡亡亡亡亡亡亡亡亡亡亡亡くくくくくくくくくくくくくくななななななななななななななるるるるるるるるるるるるるる人人人人人人人人人人人人人人はははははははははははははは毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎年年年年年年年年年年年年年年約約約約約約約約約約約約約約２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００万万万万万万万万万万万万万万人人人人人人人人人人人人人人
ILO／WHO 共同報告を発表

全国センター通信 No．２６９（通巻２７９号） ２０２１年１１月１日

－8－


